
 

事  務  連  絡 

令和８年３月 23 日 

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その１） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和８年厚生労働省告示第 69 号）等につい

ては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和８年３月

５日保医発 0305 第６号）等により、令和８年６月１日より実施することとしているとこ

ろであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添１から別添５までのとおり取り

まとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。 



  

看ベ－1 

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 

 

【ベースアップ評価料】 

問１ 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ

て」（令和８年３月５日保医発 0305 第８号）における、外来・在宅ベースア

ップ評価料(Ⅰ)の注５、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注５及び注６、

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注５、歯科外来・在宅ベースアッ

プ評価料（Ⅱ）の注５及び注６に関する施設基準並びに「訪問看護ステーシ

ョンの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」（令和８年３月５

日保医発 0305 第９号）における訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）の注３

及び訪問看護・ベースアップ評価料（Ⅱ）の注７及び注８に関する施設基準

において、「令和８年３月 31 日時点において評価料を届け出ていた保険医療

機関（訪問診療ステーション）」とあるが、令和８年３月から算定を開始す

る保険医療機関又は令和８年４月から算定を開始する保険医療機関（訪問看

護ステーション）は含まれるのか。 

（答）令和８年３月31日時点で当該評価料を算定している必要があることから、

同年４月以降に算定を開始する保険医療機関（訪問看護ステーション）は

含まれない。 

 

問２ 看護職員処遇改善評価料を用いた賃金の改善措置の対象者及びベースア

ップ評価料の対象職員には、派遣職員など、当該保険医療機関又は当該訪問

看護ステーション等に直接雇用されていないものも含むのか。 

（答）以下の要件を満たす医療機関等（訪問看護ステーション、保険薬局）に

ついては、派遣職員（「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の保護等に関する法律」（昭和 60 年法律第 88 号）の第２条第２項に該当す

る職員をいう。）に限り対象とすることを可能とする。なお、業務委託職員

（請負業務を行う職員）については対象外とする。 

  ・当該派遣職員について、派遣元と相談・協力した上で、当該保険医療機

関に勤務する職員と同程度以上の賃金改善を行う。 

  ・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）、入院ベースアップ評価料、歯科外

来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）及び訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）

における区分計算に当たって、当該派遣職員についても対象職員に含めて

計算を行う。なお、「月額賃金総額」の算出に当たって、原則として派遣元

から派遣職員の賃金に関する情報提供を受けることとし、派遣元に支払う

費用を月額賃金としてそのまま記載することはできない。 

  ・看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料を用いて当該派遣職員

の賃金改善を実施した場合、その実績については、「賃金改善実績報告書」

及び「賃金改善中間報告書」に当該派遣職員を含めて作成、提出すること。

なお、報告書の作成に当たっては、派遣元と相談した上で、派遣元から実



  

看ベ－2 

際の賃金の改善額等の報告書の記載に必要な情報の提供を受けること。 

これに伴い、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（令和６年３月 28

日事務連絡）別添２の問 12 及び「疑義解釈資料の送付について（その３）」

（令和６年４月 26 日事務連絡）別添２の問７は廃止する。 

 

【調剤ベースアップ評価料】 

問３ 当該評価料の収入を用いた賃金改善の対象職員からは、「事業主、使用

者、開設者、管理者、40 歳以上の薬剤師及び業務委託により勤務する者

を除く」とのことであるが、管理薬剤師は対象となるか。 

（答）対象とならない。 

 



 

事  務  連  絡 

令和８年４月１日 

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その２） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和８年厚生労働省告示第 69 号）等につい

ては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和８年３月

５日保医発 0305 第６号）等により、令和８年６月１日より実施することとしているとこ

ろであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添１から別添６までのとおり取り

まとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。 

なお、本通知の発出に伴い、「疑義解釈資料の送付について（その２）」（令和８年３月 31

日保険局医療課事務連絡)は廃止いたします。 



（別添２） 

看ベ－1 

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 

 

【ベースアップ評価料】 

問１ 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ

て」（令和８年３月５日保医発 0305 第８号）における、外来・在宅ベースア

ップ評価料(Ⅰ)の注５、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注５及び注６、

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注５、歯科外来・在宅ベースアッ

プ評価料（Ⅱ）の注５及び注６に関する施設基準並びに「訪問看護ステーシ

ョンの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」（令和８年３月５

日保医発 0305 第９号）における訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）の注３

及び訪問看護・ベースアップ評価料（Ⅱ）の注７及び注８に関する施設基準

において、「令和８年３月 31 日時点において評価料を届け出ていた保険医療

機関（訪問診療ステーション）」とあるが、令和８年３月から算定を開始す

る保険医療機関又は令和８年４月から算定を開始する保険医療機関（訪問看

護ステーション）は含まれるのか。 

（答）令和８年３月31日時点で当該評価料を算定している必要があることから、

同年４月以降に算定を開始する保険医療機関（訪問看護ステーション）は

含まれない。 

 

問２ 看護職員処遇改善評価料を用いた賃金の改善措置の対象者及びベースア

ップ評価料の対象職員には、派遣職員など、当該保険医療機関又は当該訪問

看護ステーション等に直接雇用されていないものも含むのか。 

（答）以下の要件を満たす医療機関等（訪問看護ステーション、保険薬局）に

ついては、派遣職員（「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の保護等に関する法律」（昭和 60 年法律第 88 号）の第２条第２項に該当す

る職員をいう。）に限り対象とすることを可能とする。なお、業務委託職員

（請負業務を行う職員）については対象外とする。 

  ・当該派遣職員について、派遣元と相談・協力した上で、当該保険医療機

関に勤務する職員と同程度以上の賃金改善を行う。 

  ・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）、入院ベースアップ評価料、歯科外

来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）及び訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）

における区分計算に当たって、当該派遣職員についても対象職員に含めて

計算を行う。なお、「月額賃金総額」の算出に当たって、原則として派遣元

から派遣職員の賃金に関する情報提供を受けることとし、派遣元に支払う

費用を月額賃金としてそのまま記載することはできない。 

  ・看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料を用いて当該派遣職員

の賃金改善を実施した場合、その実績については、「賃金改善実績報告書」

及び「賃金改善中間報告書」に当該派遣職員を含めて作成、提出すること。

なお、報告書の作成に当たっては、派遣元と相談した上で、派遣元から実



  

看ベ－2 

際の賃金の改善額等の報告書の記載に必要な情報の提供を受けること。 

これに伴い、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（令和６年３月 28

日事務連絡）別添２の問 12 及び「疑義解釈資料の送付について（その３）」

（令和６年４月 26 日事務連絡）別添２の問７は廃止する。 

 

問３ 新設した保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーションにおいて、「診

療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」とい

う。）における「Ｏ００１」外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）、「Ｏ００

２」外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）及び「Ｏ００３」入院ベースアッ

プ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表（以下「歯

科点数表」という。）における「Ｐ００１」歯科外来・在宅ベースアップ評

価料（Ⅰ）、「Ｐ００２」歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）及び「Ｐ

００３」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第三調剤診

療報酬点数表（以下「調剤点数表」という。）における「４０」調剤ベース

アップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定

方法」における「０６」訪問看護ベースアップ評価料（以下単に「ベースア

ップ評価料」という。）の届出を行うに当たって、対象職員に対する給与の

支払い実績は必要か。 

（答）必要。ベースアップ評価料の種類に応じて、給与の支払い実績として必

要な期間は以下のとおりである。 

○ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）、歯科外来・在宅ベースアップ評価

料（Ⅰ）、調剤ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）に

ついては届出前の１月における給与の支払い実績が必要。 

○ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）、歯科外来・在宅ベースアップ評価

料（Ⅱ）、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）に

ついては、届出前の３月における給与の支払い実績が必要。 

なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について（その３）」（令和６年

４月 26 日事務連絡）別添２の問１については廃止する。 

 

問４ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）・（Ⅱ）及び歯科外来・在宅ベースア

ップ評価料（Ⅰ）・（Ⅱ）について「１日につき」という文言が令和８年度診

療報酬改定で削除されたが、その趣旨如何。 

（答）同一の保険医療機関内において同一日に他の傷病について、新たに別の

診療科を初診として受診した場合並びに再診料の「注３」及び外来診療料

の「注５」に規定する同一保険医療機関において、同一日に他の傷病で別

の診療科を再診として受診した場合の２つ目の診療科についても、外来・

在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）・（Ⅱ）及び歯科外来・在宅ベースアップ評

価料（Ⅰ）・（Ⅱ）を算定可能とする趣旨である。 

 



  

看ベ－3 

問５ ベースアップ評価料について、賃金の改善は算定開始月から実施する必要

があるか。 

（答）原則として算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては継

続する必要がある。なお、６月から翌年５月の１年間に算定した当該評価

料による収入を、当該年の４月から翌年３月の賃金改善に充当することは

差し支えない。 

ただし、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開

始月からの賃金改善が実施困難な場合は、同年度末までに算定開始月（又

は当該年の４月）まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始

月（又は当該年の４月）から賃金改善を実施したものとみなすことができ

る。 

なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について（その 14）」（令和６年

11 月５日事務連絡）別添２の問４については、廃止する。 

 

問６ 令和８年度診療報酬改定において、翌年度の賃金の改善のために繰り越し

を行う場合に係る要件が削除されたが、看護職員処遇改善評価料及びベース

アップ評価料等で得られた収入を翌年度の賃金改善に用いるために繰り越

すことは認められないのか。 

（答）令和８年度診療報酬改定においては、令和８年度及び令和９年度におい

て段階的にベースアップ評価料により得られる収入を引き上げる措置が講

じられていることから、令和８年６月から令和９年５月までに得られた収

入については、原則として、令和９年５月までの賃金改善に用いる必要が

ある。令和９年度についても同様である。 

   ただし、それまでの患者数等に基づいてベースアップ評価料による収入

額及び賃金改善額を見積もったにもかかわらず、患者数等の変動により、

当該評価料収入額が確定した後にやむを得ず残余が生じた場合については、

該当年度の実績報告書を提出する８月までの対象職員への賃金改善分に充

当し、当該充当分を含めて報告することとして差し支えない。 

 

問７ 令和８年度診療報酬改定において、令和８年度及び令和９年度にそれぞれ

3.2％分のベースアップ実現を支援するための措置（看護補助者及び事務職

員についてはそれぞれ 5.7％）が講じられたところ、ベースアップ評価料を

算定しても 3.2％及び 5.7％のベースアップを達成できない場合であって

も、ベースアップ評価料は算定できるのか。 

（答）可能。ただし、施設基準に定めるとおり、当該評価料により得られる収

入は、全て、対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ

及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)

等の増加分に用いること。 

 



  

看ベ－4 

【調剤ベースアップ評価料】 

問８ 当該評価料の収入を用いた賃金改善の対象職員からは、「事業主、使用

者、開設者、管理者、40 歳以上の薬剤師及び業務委託により勤務する者

を除く」とのことであるが、管理薬剤師は対象となるか。 

（答）対象とならない。 

 

問９ 特掲施設基準通知に「当該保険薬局における調剤業務等に直接従事して

いない管理的業務に専従する者（本部職員、エリアマネージャー等）は、

対象職員に含めない。」とあるが、保険薬局における調剤業務や保険請求

事務等を主として実施しつつ、本部やエリアの管理業務を兼務する者につ

いては対象職員として取り扱ってよいか。 

（答）よい。ただし、主として保険薬局の調剤業務等に直接従事した実績のあ

る月のみ当該保険薬局の対象職員として取り扱うことと。なお、１人の本

部職員やエリアマネージャー等が複数の保険薬局で調剤業務等に直接従事

した場合においては、重複して対象職員として取り扱ってはならない。 

 

【調剤ベースアップ評価料】 

問 10 特掲施設基準通知の第 109 調剤ベースアップ評価料について、出向元

が賃金を支払って出向先の保険薬局に勤務する対象職員の賃金改善を実

施するに当たり、どのように賃金改善報告書を作成すればよいか。 

（答）出向先の保険薬局が出向元と協議して、当該対象職員の賃金及び賃金改

善の額を把握し、出向先における賃金改善の実績に含めてよい。なお、出

向先がベースアップ評価料で得た収入については、出向先から出向元に支

払うなど、合議で適切に精算することとなる。 

 

 



 

事  務  連  絡 

令和８年４月 20 日 

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その３） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和８年厚生労働省告示第 69 号）等につい

ては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和８年３月

５日保医発 0305 第６号）等により、令和８年６月１日より実施することとしているとこ

ろであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添１から別添５までのとおり取り

まとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。 



（別添２） 

看ベ－1 

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 

 

【共通事項】 

問１ 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴

い増加する法定福利費について、どのような範囲を指すのか。 

（答）次を想定している。 

・ 法定福利費（健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子

育て拠出金、雇用保険料、労災保険料等）における、賃金改善に応じた

事業者負担の増加分。 

なお、実績報告書の記載における法定福利費の額の計算については、合

理的な方法に基づく概算（概算の場合、最大 16.5％）によることができる。 

また、任意加入とされている制度に係る増加分（例えば、退職手当共済

制度等における掛金等）は含まないものとする。また、企業型確定拠出年

金の掛け金についても含まない。 

これに伴い、「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の

送付について（その１）」（令和４年９月５日事務連絡）別添の問 19及び「疑

義解釈資料の送付について（その１）」（令和６年３月 28日事務連絡）別添

２の問 17については廃止する。 

 

問２ 看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）、歯科外

来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）、入院ベースアップ評価料及び訪問看護

ベースアップ評価料（Ⅱ）の区分計算に当たって、医療観察法制度等の公費

負担医療や労災保険制度等の診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料

が算定される患者の診療回数についても算入するのか。 

（答）算入する。ただし、自由診療の患者については、料金の定め方にかかわ

らず算入しない。 

この場合、医療保険とこれらの制度により算定されるベースアップ評価

料を合算した額を、対象職員の賃金改善に充当する必要がある。 

なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（令和６年

３月 28日事務連絡）別添２の問 24については廃止する。 

 

問３ 同一の保険医療機関内で、診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が

算定される自由診療以外の患者を診療する病棟等が明確に分かれている場

合（医療観察法病棟等）であっても、医療保険及び各制度の看護職員処遇改

善評価料及びベースアップ評価料によって得られる収入の合計を、当該病棟

等に勤務する職員を含む、対象職員全体の賃上げに用いることとしてよい

か。 

（答）差し支えない。 
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問４ 「賃金改善の実績については、当該保険医療機関における「令和８年３月

又は５月時点の給与体系（令和８年５月までにベースアップ評価料等を届け

出ていた保険医療機関にあっては、令和８年度診療報酬改定前のベースアッ

プ評価料等による賃金改善後であって令和８年度診療報酬改定によるベー

スアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。）を、当該年度に勤務し

ている職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算

定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断するこ

と。」とあるが、年度途中で雇用又は退職した対象職員の取扱い如何。 

（答）雇用した月以降又は退職した月までは、対象職員として取扱って差し支

えない。 

   なお、対象職員の数に１割以上の変動があった場合であって、改めて区

分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方

厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を

算定すること。 

   また、当該評価料算定期間中に対象職員の変動があった場合の賃金改善

実績報告書等への記載については、「対象職員として取扱って賃金改善を行

った期間における基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」

で除した値を１月当たりの基本給等総額に計上すること。 

 

【ベースアップ評価料】 

問５ ベースアップ評価料の算定期間中に 40 歳となった医師、歯科医師及び保

険薬局に勤務する薬剤師について、対象職員に含める基準、外来・在宅ベー

スアップ評価料（Ⅱ）、歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）及び入院

ベースアップ評価料の区分変更及び賃金改善実績報告書等への記載方法に

おける取扱い如何。 

（答）賃金の支払いの対象となった月の初日時点で、40 歳未満であれば対象職

員として扱う。 

   なお、対象職員の数に１割以上の変動があった場合であって、改めて区

分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方

厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を

算定すること。 

   また、当該評価料算定期間中に対象職員の変動があった場合の賃金改善

実績報告書等への記載については、「対象職員として取扱って賃金改善を行

った期間における基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」

で除した値を１月当たりの基本給等総額に計上すること。 

 

【入院基本料等の減算】 

問６ 令和８年３月 31 日時点で入院ベースアップ評価料を算定していた医療機

関が、令和８年６月以降に入院ベースアップ評価料の届出を行わない場合、
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「医科点数表第１章第２部通則第 11 号及び歯科点数表第１章第２部入院料

等通則第９号」に規定する入院基本料等の減算対象となるのか。 

（答）入院基本料等の減算対象とはならない。 

 



 

事  務  連  絡 

令和８年４月 21日 

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その４） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和８年厚生労働省告示第 69 号）等につい

ては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和８年３月

５日保医発 0305 第６号）等により、令和８年６月１日より実施することとしているとこ

ろであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添１から別添２までのとおり取り

まとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。 



（別添２） 

看ベ－1 

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 

 

【ベースアップ評価料】 

問１ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）及び（Ⅱ）、歯科外来・在宅ベース

アップ評価料（Ⅰ）及び（Ⅱ）、入院ベースアップ評価料の対象職員につい

て、「当該保険医療機関に勤務する職員」とあるが、保険医療機関の開設者

及び管理者並びに法人の代表者及び役員はいずれも含まれないか。 

（答）そのとおり。 

 

問２ ベースアップ評価料等の対象職員について、保険医療機関等に直接雇用さ

れていない場合であっても、「疑義解釈資料の送付について（その２）」（令

和８年４月１日事務連絡）別添２の問２において、一定の要件を満たす場合

は、「派遣職員（「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護

等に関する法律」（昭和 60 年法律第 88 号）の第２条第２項に該当する職員

をいう。）に限り対象とすることを可能とする。」とあるが、この場合、派遣

職員の賃金改善に伴い増加する消費税分について、区分計算及び実績報告書

における取扱い如何。 

（答）派遣職員の賃金改善に伴い増加する消費税分については、実績報告書上、

「ベア等に伴う賞与、時間外手当、法定福利費（事業者負担分等を含む。）

等の増加分に用いた額」として計上すること。 

ただし、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）、入院ベースアップ評価料、

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）及び訪問看護ベースアップ評価

料（Ⅱ）の区分計算における「月額賃金総額」については、派遣職員の賃

金改善に伴い増加する消費税分を含めないこと。 

 

【歯科技工所ベースアップ支援料】 

問３ 「歯科技工所ベースアップ支援料」の留意事項通知（３）において、「本

区分はＭ００５に掲げる装着又はＮ００８に掲げる装着の算定日に算定す

る」とされているが、患者が理由なく来院しなくなった場合、患者の意思

により治療を中止した場合又は患者が死亡した場合であって、補綴物等の

製作等がすでに行われているにもかかわらず、装着できない場合は、当該

支援料は算定できるのか。 

（答）未来院請求時に算定して差し支えない。 

 

問４ 歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準において、「当該支援料を全て

歯科技工所への委託費の増額に充てること。」とあるが、製作技工に要する

費用の中に当該支援料を含めて、製作技工に要する費用としてまとめて支

払いを行ってよいか。 

（答）まとめて支払うことで差し支えない。ただし、当該支援料が含まれるこ
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とが分かる請求書等を、算定に係る書類として保存すること。 

 

問５ 歯科診療所から歯科技工所に対する、当該支援料による委託費の増額に

伴う消費税の増額分について、当該支援料を充当することとして差し支え

ないか。 

（答）差し支えない。 

 

 


